
 

亘理町町民乗合自動車（ワゴン車）への広告掲載に関する取り扱い基準 

 

（趣旨） 

第１条 この基準は亘理町有料広告掲載の取扱いに関する要綱（令和４年亘理町告示第１

２号。以下「要綱」という。）第２条第１号に掲げる広告媒体のうち町が運行する町民乗

合自動車（以下「自動車」という。）に広告を掲載するにあたり、必要な事項を定める。 

（広告の規格及び位置等） 

第２条 広告の規格及び位置等は、別表第１のとおりとする。 

（広告の原稿及び版下の作成） 

第３条 広告は、広告主等が作成するものとする。 

（広告掲載料の還付） 

第４条 自動車が事故・故障等による修理のため１４日以上運行しなかったときは、日割

り計算によりその期間の広告掲載料を還付する。ただし、車検その他の定期点検のとき

は還付しない。 

（広告物の取付・撤去） 

第５条 広告物の取付及び撤去作業は、運行管理者が指定した日時に、運行管理者又はそ

の代理人立会いの下実施すること。ただし、町及び運行管理者が認める場合はその限り

ではない。 

（損害賠償の請求） 

第６条 第５条の作業において、自動車の破損及び作業時間の遅延等によって自動車が運

行できない場合は、委託業者にその損害額を請求するものとする。 

（その他） 

第７条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

附 則 

１ この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

別表第１（第２条関係） 

 

広告の規格及び位置等 

車両（車体）広告 

規格・位置 (1) 車両（車体）広告 左側面（概ね横 1300㎜×縦 600㎜の範囲） 

(2) 車両（車体）広告 右側面（概ね横 1300㎜×縦 600㎜の範囲） 

(3) 車両（車体）広告 背面（概ね横 1200㎜×縦 260㎜の範囲） 

運行路線 指定できない 

広告物の材質 広告の材質は、自動車用フィルム（マーキングフォルム）等とし、風圧等

に耐え運行に支障のないものとする。 

  

備 考 

 (2)及び(3)の各広告については、広告代理店等に営業等の委託をせず町で随時募集するも

のとする。 

 


